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 As replacement costs of assets  rise, enterprises require more cash to finance the re-

placement of the assets. Such effects of rising prises have been usually taken into account 

in discussion on income  determination,  i.  e. measurement of distributable income after 

maintaining physical capital (operating capability) of the enterprise. Therefore the 

related financial statements have consisted of an income statement and a balance sheet. 

On the other hand, it has seldom been argued how the impact of rising prises on cash 

flow should be disclosed in a funds statement. As a rare exception, however, W.C. 

Norby suggests a funds statement adjusted for rising prices,  i.e. "Capital Maintenance-

Cash-Flow  Table". He proposes the "Capital Maintenance-Cash-Flow Table" to show how 

cash flow is reallocated between physical capital maintenance, dividends, and reinvestment 

for growth. In this paper, I will examine the "Capital Maintenance-Cash-Flow Table" by 

Norby and consider how the information concerning physical capital maintenance could be 

disclosed in a funds statement.

1.は じめ に

周知のように、価格変動 との関わ りにおける企業の実体資本維持(営 業能力維持)の 問題は、

期間利益計算の領域 を中心に議論 されてきた。すなわち、一定の実体資本を維持 した上での分配

可能な期間利益 をいかに計算すべ きか、そしてそのために原価主義会計上の損益計算書と貸借対

照表 をいかに修正すべ きか という問題 を中心に議論が展開されてきた。本論文で取 り上げるノー

ビー(W.C.Norby)の インフレーション会計でも、その問題は同様に論 じられている。 しか し、

彼のインフレーション会計では、そのような損益計算書や貸借対照表の修正の問題だけでなく、

資 金計算書(キ ャッシュ ・フロー表)の 修正の問題が論 じられている。すなわち資金計算書に実

体資本維持に関する情報 を織 り込 もうとす る試みが示されているのである。資本維持キャッシ

ュ ・フロー表の提案がそれにほかならない。本論文では、ノー ビーの資本維持キャッシュ ・フロ

ー表の検討 を通 じて、資金計算書における実体資本維持情報の開示の問題について考察する。
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II.ノ ー ビ ー の イ ン フ レ ー シ ョ ン 会 計 思 考

一DuffandPhelps社 の イ ン フ レー シ ョン会 計 モ デ ルー

ノービーの資本維持キャッシュ ・フロー表の検討に入 る前に、彼のインフレーション会計に関

する基本的な考え方を簡単に確認する。考察の対象は、彼が1981年 に発表 したインフレーション

会計に関する2つ の論文である(1)。ノービーは、シカゴのDuffandPhelps社 の役員 を務めるか

たわら、全米証券アナ リス ト協会連合会の会長および財務会計政策委員会委員、米国財務会計審

議会(FASB)の 諮問委員会委貝、全米公認会計士協会(AICPA)の 監査役責任委員会委員な

どを歴任 した企業会計実務の権威者である。そして、これから取 り上げる彼の2つ の論文では、

DuffandPhelps社 で開発 したインフレー ション会計モデル とそれに基づ くアメリカ企業の財務

分析結果が論 じられている。 ノー ビーのインフレーシ ョン会計に関する基本的考 え方は、その

DuffandPhelps社 のインフレーション会計モデルに反映されている。

DuffandPhelps社 のインフレーション会計モデルの特徴は、次の7つ に要約 される(2)。

第1は 、この会計モデルでは、カレン ト・コス ト法(currentcostmethod)と ロ乎ばれる修正

方法が基調 となっていることである。カレン ト・コス ト法 とは、費用および資産 を測定時点にお

ける取替原価すなわちカレント・コス トによって再測定する方法である。この方法によって、原

価主義会計上の売上原価 と減価償却費がカレン ト・コス トに基づいて修正 される。その 目的は、

(実体)資 本維持つ まり企業の営業能力の維持にある。 ノー ビーによれば、「インフレーション

会計の中心概念は資本維持(capitalmaintenance)で ある。それは、企業は現在の価格水準で

その営業能力を維持 しなければならず、それを超えて得 られた利益だけが分配や成長のための再

投資にあてることができる、 と考えるものである(3)。」

第2は 、 この会計モデルでは、すべての財務諸表が名目 ドルによって全面的に修正されるとい

うことである。すなわち、財務諸表の中の特定項 目だけが取 り出されて部分的に修正されるので

はなく、すべての財務諸表が全面的に修正されるのであ り、 しかも、その財務諸表は名 目 ドルを

測定単位 として作成される。DuffandPhelps社 のインフレー ション会計モデルでは、後述する
一部の項 目に関す る場合 を例外 として、財務諸表の諸数値を恒常 ドルすなわち同一の購買力をも

つ ドルに換算す る購買力法(purchasingpowermethod)な い し恒常 ドル法(constantdollar

method)は 採用されていない。

第3は 、 この会計モデルでは、資本維持純利益(sustainablenetincome)が 中心的利益 とし

て措定されているということである。資本維持純利益 とは、「企業の現在の営業能力 を維持す る

のに必要な当期の費用 をすべて差 し引いたのちに資本 を侵食す ることなしに残る利益(4)。」を意

味し、前述のカレント・コス ト法によって計算 される。 ノー ビーの論文では、株式の市場価格が、

原価主義会計上の純利益の推移 よりもこの資本維持純利益の推移 により密接に連動 してきたこと

を示す分析結果が示 され、投資意思決定における資本維持純利益の有用性が主張されている(5)。

第4は 、 この会計モデルでは、付加的に経済的利益(economicincome)が 計算されるとい

うことである。経済的利益 とは、企業のその期の富の総増加額(totalgaininwealth)を 意味

し、期末にカレント・コス トで再評価された資産に関す る未実現保有利得 を資本維持利益に加 え

て計算される。

第5は 、この会計モデルでは、貨幣項 目についての修正がなされない ということである。すな

わち、貨幣項 目について購買力損益を計算するという考 え方は採 られていない。
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第6は 、この会計モデルでは、キャッシュ ・フローを資本維持 ・利益分配 ・企業成長のための

再投資に配分す る修正 された資金計算書が作成 されるということである。 これが、本論文で取 り

上げる 「資本維持キャッシュ ・フロー表」にほかならない。

第7は 、この会計モデルでは、資本維持純利益 ・経済的利益 ・配当金 ・株主持分の4項 目の諸

数値を一般物価指数 を用 いてある基準年度の ドルに換算 した金額が示されるということである。

既述のように、DuffandPhelps社 のインフレーション会計モデルで採用されている測定単位 は

名 目ドルであり、財務諸表は名 目ドルによって作成 される。 しかし、上記の重要項 目については

時系列的な比較可能性が勘案 され、ある基準年度の ドルすなわち恒常 ドルによる換算額が別に示

される。

DuffandPhelps社 のインフレー ション会計モデルの特徴は、以上のとお りである。ただし、

それは、次の2点 に関して理論上の問題 を残している。

第1の 問題点は、実体資本維持ないし営業能力維持 を志向 しながら、費用(売 上原価 ・減価償

却費)の 測定基準 をカレント・コス トとしていることである。売上原価の測定に適用するカレン

ト・コス トとは、商品や製品の販売時の取替原価である(6)。その論理に従えば、減価償却費の測

定に適用するカレン ト・コス トは、本来は固定資産の期 中平均取替原価 を意味す るはずだが、一

般 に期末取替原価をもってそれ と考えることが多い。 この点に関してノービーは明確に述べてい

ない。それは ともか く、売上原価にせ よ減価償却費にせ よ、費用 をカレン ト・コス トによって測

定 しても、実体資本維持ない し営業能力維持が保証 されないことは今更いうまでもない(7)。実体

資本維持ない し営業能力維持 を達成させ るためには、費用は実際取替原価(実 際の取替 日におけ

る取替原価)に よって測定 されなければならない。ただし、固定資産のように期 中の消費部分の

取替え(補 槇)が 将来に予定 され期中にそれがなされていない場合には、実際取替原価は判明し

ていないので、期末取替原価に基づいて費用(減 価償却費)が 測定 されることになる。しか し、

その場合は、期 を追 うごとに価格が上昇すれば、期末取替原価 を基準にして当期分の減価償却費

(カレン ト・コス ト減価償却費)を 計上するだけでは不十分 となる。価格上昇に起因する過年度

の償却不足額 を追加計上する必要があるか らである。いずれに しても、DuffandPhelps社 のイ

ンフレーション会計モデルでは、これ らの問題が認識されていない。 したがって、この会計モデ

ルによって計算される純利益は真の意味における資本維持純利益 とはならないのである。それは、

むしろ、原価 主義会計上の純利益から実現保有利得 を分別処理 して計算する、いわゆるカレン

ト・コス ト会計(名 目資本維持を前提 とする)に おける操業利益(operatingprofit)に 相 当す

ると考 えるべ きである。

第2の 問題点は、DuffandPhelps社 のインフレーション会計モデルで資本維持純利益に未実

現保有利得が加算されて経済的利益が計算されている点である。実体資本維持ないし営業能力維

持 を志向す る立場に立てば、いわゆる保有利得 は実現 ・未実現を問わず、本質的に利益要素 とし

てはみなされないはずである。まして、そのような金額 を資本維持純利益に加えて別の利益(経

済的利益)を 再計算す るという論法は論理的には成 り立たないはずである。この経済的利益 を計

算するという考 え方 も、いわゆるカレン ト・コス ト会計にみられ る考え方であり、この点に関 し

ても、DuffandPhelps社 のインフレーション会計モデルは実体資本維持 ないし営業能力維持の

立場 と首尾一貫 しないのである。

以上のように、ノー ビーの考えるインフレー ション会計すなわちDuffandPhelps社 のインフ

レー ション会計モデルには、 その計算理念と実際の計算構造 とが必ずしも理論的に整合 していな
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いという問題が内在 している。特に第1の 問題点は、次にみる資本維持キャッシュ ・フロー表に

おいても同様に問題 となる。

III.ノ ー ビ ー の 資 本 維 持 キ ャ ッ シ ュ ・フ ロ ー 表 の 検 討

(1)資 本 維 持 キ ャ ッシ ュ ・フ ロ ー表 の 計 算 構 造

さ て 、 ノー ビー が 彼 の イ ン フ レー シ ョ ン会 計 の構 想 の一 環 と して 提 案 す る 資 本 維 持 キ ャ ッ シ

ュ ・フ ロ ー 表(CapitalMaintenance-Cash-FlowTable)の 検 討 に移 ろ う。 次 頁 に掲 げ る表1

が 、 そ の 資本 維 持 キ ャ ッ シ ュ ・フ ロー 表 で あ る(8)。こ れ は、 彼 が 、1973年 か ら1980年 まで の8年

間 に つ い て 各 種 の 産 業 分 野 の111の 会 社 を集 計 し て作 成 した カ レ ン ト ・コス ト基 準 に よ る総 合 財

務 諸 表 の うち の1つ で あ り(た だ し、 資 本 維 持 キ ャ ッシ ュ ・フ ロー 表 に 関 して は4年 分 の デ ー タ

しか 示 さ れ て い な い)、 そ の デ ー タ は 、1980年 につ い て は 財 務 会 計 基 準 第33号 に基 づ く報 告 書 、

1976年 か ら1979年 に つ い て は会 計 連 続 通 牒(ASR)第190号 に 基 づ い て証 券 取 引 委 員 会 に提 出 さ

れ た 報 告 書 、 そ して 、1973年 か ら1975年 につ い て は彼 自身 の 見 積 りを基 礎 として い る(9)。

この 資 本 維 持 キ ャ ッ シ ュ ・フ ロー 表 の 計 算 構 造 を要 約 的 に 説 明 す れ ば、 次 の とお りで あ る。

まず 、 原 価 主 義 会 計 上 の 当期 純 利 益 に、 減 価 償 却 費(原 価 基 準)お よび 繰 延 税 金 とい う期 中 に

支 出 を伴 わ な い 費 用 額 を加 算 して 、 営 業 活 動 に よ る総 キ ャ ッ シ ュ ・フ ロー(GrossCashFlow)

を計 算 す る。 そ して 、 次 に 、棚 卸 資 産 の価 格 上 昇 に伴 う貨 幣 運 転 資本(売 上 債 権 と仕 入 債 務 の 差

額)の 増 加 額(数 量 増 加 に起 因 す る金 額 は除 く)、 カ レ ン ト ・コス トに よ る売 上 原 価 の 増 加 額 、

固 定 資 産 の取 替 えの ため の 必 要 額(カ レ ン ト ・コ ス ト減価 償 却 費)を 合 計 して 、 イ ン フ レー シ ョ

ン の た め の 資 本 維 持 必 要 額(CapitalMaintenanceduetoInflation)す な わ ち 実 体 資 本 維 持

(営業 能 力維 持)の た め に 運 用 す る こ とが 必 要 な 資金 額 を計 算 し、 そ れ を営 業 活 動 に よ る総 キ ャ

ッ シ ュ ・フ ロ ー か ら控 除 して 、 自由 裁 量 的 キ ャ ッ シ ュ ・フ ロー(DiscretionaryCashFlow)(1°)

を計 算 す る。 この 自由裁 量 的 キ ャ ッシ ュ ・フ ロー は 、 営 業 活 動 に よ る総 キ ャ ッ シュ ・フ ロー の う

ちの 実 体 資本 維 持 を損 な わ ない で 自由 に支 出 で き る正 味 の キ ャ ッ シュ ・フ ロー を意 味 す る。 そ し

て 、 次 に 、 期 中 の 配 当 金 、 貨 幣 運 転 資 本 の 増 加 額(棚 卸 資 産 の 数 量 増 加 に 起 因す る金 額)、 棚 卸

資 産 の数 量 増加 に伴 う増加 額 、 固定 資産 の 取 替 必要 額 を超 え る資 本 的 支 出額 を合 計 して 、 自由 裁

量 支 出(DiscretionaryExpenditure)(11)の 総 額 を計 算 し、 そ れ を 自由 裁 量 的 キ ャ ッ シ ュ ・フ ロ

ー か ら控 除 して 、 資 金 調 達 前正 味 キ ャ ッ シュ ・フ ロー(NetCashFlowbeforeFinancing)を

計 算 す る 。 この 資金 調 達 前 正 味 キ ャ ッ シュ ・フ ロー は 、 外 部 資 金 の 調 達 を考 慮 し な い で 計 算 した

正 味 の キ ャ ッ シ ュ ・フ ロー(1977年 を除 い て マ イ ナ ス に な っ て い る)を 意 味 す る。 そ して 、 そ の

資 金 調 達 前 正 味 キ ャ ッ シュ ・フ ロー に 外 部 資金 の 調 達 額 を加 算 して 、 最 終 的 に 、 現 金 等 の 正 味 の

変 動 額(NetChangeinCashandOtherItems)を 計 算 す る。
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表1資 本 維持 キ ャッシ ュ ・フ ロー表

(単位:io億 ドル)

1974 1977 1979 ':1

総キャッシュ ・フm

報告純利益

歴史的原価に基づ く減価償却費

繰延税金

総キャッシュ ・フロー

インフレーションにより必要な資本維持

貨幣運転資本

カレント・コストによる売上原価増加額

固定資産の取替えのための必要額*

資本維持必要総額

自由裁量的キャッシュ ・フロー

総キャッシュ ・フローに対する割合

自由裁量的支出

配当金

貨幣運転資本の増加額

棚卸資産の数量増加による増加額

固定資産の取替必要額を超える資本的支出

自由裁量的支出総額

資金調達前正味キャッシュ ・フロー

資 金 調 達

固定負債

株 式

資金調達総額

現金等の正味変動額

$16.8

12.0

0.9

29.7

(2:6)

7.0

15.7

20.1

9.6

32.3%

7.4

0.7

4.4

8.3

20.8

(11.2)

9.9

0.5

16.4

$0.6

$25.0

15.6

0.s

41.4

(1.5)

2.4

22.4

23.3

18.1

43.8%

10.8

(1.9)

3.4

5.7

18.O

o.i

6.4

6.4

$6.6

$31.8

20.2

1.9

53.9

(2.5)

3.5

28.6

29.5

24.3

45.1%

13.3

0.9

8.7

14.3

37.2

(12.9)

11.9

1.6

13.5

$0.6

$28.0

23.0

2.8

53.7

(3.1)

5.2

32.5

34.6

19.1

35.6%

13.7

0.5

2.2

18.0

34.4

(15.3)

15.2

2.8

18.0

$2.7

*カ レ ン ト ・コス ト減 価償 却費
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ノービーの資本維持キャッシュ ・フロー表の計算構造は、概ね以上のとお りである。 この資本

維持 キャッシュ ・フロー表は、要するに、営業活動による総 キャッシュ ・フローか らインフレー

ションのための資本維持必要額を控除してどれだけの自由裁量キャッシュ ・フローが残 るか、そ

して、その自由裁量キャッシュ ・フローでは配当および企業成長のための実際の支出額にどれだ

け不足するか、そ して、 さらに、その不足額が外部資金の調達 によってどの程度カバー されてい

るか、それらの状況を計算 ・表示するものにほか らならない。

この資本維持 キャッシュ ・フロー表の要点は、投資活動に関する支出を、企業の営業規模の維

持のための支出額 と、営業規模 の拡張すなわち企業成長のための支出額 とに峻別 しているところ

にある。すなわち、 ノービーは次のように述べる。「この表の基本的な意図は、投資支出を資本

維持のための支出 と拡張のための支出とに分類す ることにある(12)。」「キャッシュ ・フローが資

本維持、配当、企業成長のための再投資の間にどの ように配分 されているかを示すために、'この

ような修正 資金計算書を考案 したのである(13)。」「インフレー ションの結果、キャッシュ ・フロ

ーが資本維持 と企業成長のための再投資とにいかに配分 されるに至ったかを明 らかにするために、

キャッシュ ・フロー計算書ないし資金計算書を作 り変えることは、アナ リス トにとって確かに有

用であろう(14)。」「カレン ト・コス ト・モデルに基づ いて作成 されたキャッシュ ・フロー表にお

いては、インフレーション下では資本維持の概念がいかにキャッシュ ・フローに影響 を及ぼ して

いるかが示 される。私見によれば、それは、インフレ修正 を施された損益計算書 よりもインフレ

ーション会計をよく説明しているのである(15)。」

(2)資 本維持キャッシュ ・フロー表の問題点

ノービーの資本維持キャッシュ ・フロー表の計算構造および彼がそれを提案 した意図は、以上

で明らかになったと思われる。 しかし、彼の資本維持キャッシュ ・フロー表には、「インフレー

ションにより必要な資本維持」の区分に関して、次のような2つ の構造上の問題が内在 している。

いずれも、前節で指摘 したDuffandPhelps社 のインフレーション会計モデルの第1の 問題点に

関係 している。

まず第1の 問題は、「インフレーションにより必要な資本維持」の区分に 「カレン ト・コス ト

による売上原価の増加額」が計上されている点である。カレン ト・コス トによる売上原価 とは、

いい換えると、販売 日の取替原価(購 入時価)に よって計算 した売上原価のことであるが、それ

は、販売 日に商品や製品を取 り替えたとして支出されるであろう金額 を意味す るにす ぎず、取替

えのために実際に支出された金額(実 際取替原価)と は必ず しも一致しない。キャッシュ ・フロ
ー表に計上 されるべ き金額 は、実際の支出額であるべ きであ り、 したがって、「インフレーショ

ンにより必要 な資本維持」の区分に計上 され るべ きは、「カレン ト・コス トによる売上原価の増

加額」ではな く 「実際取替原価による売上原価の増加額」であると考 える。

第2の 問題は、「インフレー ションによ り必要な資本維持」の区分に、「固定資産の取替 えのた

めの必要額」 としてカレン ト・コス ト減価償却費が計上されている点である。 この金額は、期 中

に支出を伴わない。 しかし、固定資産の将来の取替 えのために留保することが必要なため、あた

か も当期 にその金額 に相 当す る支出があったかの ように、「インフレーションにより必要 な資本

維持」の区分 に計上 されているのである。この点は、資本維持キャッシュ ・フロー表の注意を要

するところであるが、問題はその金額である。価格が継続 して上昇する状況の もとでは、カレン

ト・コス トに基づ いて計算 した当期分の減価償却費に相当する金額を毎期 入ってきたキャッシ
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ユ ・フローから控除し留保す るだけでは、将来の固定資産の取替えのためには不十分だか らであ

る。すなわち、価格上昇に起因す る過年度の償却不足額に相当するだけの資金が不足することに

なる。 したがって、「インフレーションによ り必要 な資本維持」の区分には、カレン ト・コス ト

減価償却費に過年度の償却不足額(い わゆるバ ック ・ログ額)を 加 えた金額 を計上 しなければな

らないと考Zる 。

ノー ビーの資本維持 キャッシュ ・フロー表は、以上の2点 に関して改良される必要があると思

われ る。

N.改 良 を加 えた資本維持 キャ ッシュ ・フロー表の作成例

それでは、次に、前節で指摘 した問題 を解決す るために資本維持キャッシュ ・フロー表に改良

を加えればどのようになるか、具体的な設例 に基づいてそれを示 してみよう。

〔設例〕

期首貸借対照表

e/sO

現 金 3,000 買掛 金(商 品100個分) 10,000

売掛 金(商 品100個分) 15,000 借入金 10,000

商 品(100個) 10,000 資本金 13,800

車 両(1年 経過1台)* 4,000 未処分利益 200

現金(減 価償却留保資金)** 2,000

34,000 34,000

*車 両は、取得原価6,000、 残存価額0、 耐用年数3年 で、定額法により1年 分の減価償却が

なされている。なお、減価償却額は、車両勘定から直接控除する方法で処理 している。

**期 首時点で現金 は5 ,000存在するが、そのうちの過去の減価償却額に相当する2,000は 実体

維持のために留保することが必要なため、ここではその必要のない残 りの3,000と は区別 して

表示 している。 この点は、以下同様である。
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期中取引

① 利 益 配 当(現 金払い)200

② 商 品 の仕 入 れ(掛)@120100個12,000

(現金払い)@12020個2,400

③ 商 品 の 売 上 げ(掛)@180110個19,800

④ 売 掛 金 の 回収15,000

⑤ 買 掛 金 の 支 払 い10,000

⑥ 給 料 の支 払 い1,000

⑦ 広 告 宣伝 費 の 支 払 い300

⑧ 土 地 ・建 物 の 賃 借 料 の支 払 い200

⑨ 利 息 の 支 払 い500

⑩(期 末)借 入金(固 定負債)に よ る現 金 の 調 達1,400

⑪(期 末)新 株 発 行 に よ る現 金 の 調 達1,800

⑫(期 末)包 装 用機 械 の購 入(現 金払い)1,000

⑬(決 算 整 理)車 両 の 減 価 償 却(定 額法)2,000

以上の設例 に基づいて、まず取引①～⑬の仕訳 を示す。

①(借)未 処 分 利 益200(貸)現 金200

②(〃)商 品14,400(〃)買 掛 金12,000

現 金2,400

③(〃)売 掛 金19,800(〃)売 上19,800

(〃)売 上 原 価(16)11,200(〃)商 品11,200

④(〃)現 金15,000(〃)売 掛 金15,000

⑤(〃)買 掛 金10,000(〃)現 金10,000

⑥(〃)給 料1,000(〃)現 金1,000

⑦(〃)広 告 宣 伝 費300(〃)現 金300

⑧(〃)賃 借 料200(〃)現 金200

⑨(〃)支 払 利 息500(〃)現 金500

⑩(〃)現 金1,400(〃)借 入 金1,400

⑪(〃)現 金1,800(〃)資 本 金1,800

⑫(〃)機 械1,000(〃)現 金1,000

⑬(〃)減 価 償 却 費2,000(〃)車 両2,000

以上の仕訳を基にして、原価主義会計による期末貸借対照表 と損益計算書 を作成すれば次のよ

うになる。
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e/sO

現 金 3,600 買掛金(商 品100個分) 12,000

売掛金(商 品110個分) 19,800 借入金 11,400

商 品(110個) 13,200 資本金 15,600

車両(2年 経過1台) 2,000 未処分 利益(当 期純利益) 4,600

現金(減 価償却留保資金) 4,000

機 械(新 品1台) 1,000

43,600 43,600

P/LQ

売上原価 11,200 売上高 19,800

減価償却費 2,000

給 料 1,000

広告宣伝費 300

賃借料 200

支払利息 500

当期純利益 4,600

19,800 19,800

参考までに、実体資本維持会計による場合 の期末貸借対照表 と損益計算書 を作成する。なお、

ここでは、物的資産(商 品 ・車両 ・機械)は 取得原価に基づいて評価することとし、期末の時価

(取替原価)に よる評価替えは行わない。 また、減価償却費の算定基礎価額 としての(新 品の)

車両の期末の取替原価は6,600と 仮定する。

e/sO

現 金 3,200 買掛金(商 品100個分) 12,000

売 掛金(商 品110個分) 19,800 借入金 11,400

商 品(110個) 13,200 資本金 15,600

車 両(2年 経過1台) 2,000 資本修正* 2,400

現 金(減 価償却留保資金) 4,400 未処分 利益(当 期純利益) 2,200

機 械(新 品1台) 1,000

43,600 43,600

*資 本修正2 ,400は 、売上原価の追加額2,000と 減価償却費の追加額400の 合計額である。
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P/LO

売上原価* 13,200 売上高 19,800

減 価償 却 費** 2,400

給 料 1,000

広告宣伝費 300

賃借料 200

支払利息 500

当期純利益 2,200

19,800 19,800

*売 上 原 価 の13
,200は 、 実 際 取替 原 価 を表 わ す 。

**減 価 償 却 費2
,400は 、 カ レ ン ト ・コス ト減 価 償 却 費2,200(=6,600÷3)と 初 年 度 に 関 す る

バ ッ ク ・ロ グ額200(=2 ,200-2,000)の 合 計 額 で あ る。

以 上 の諸 数 値 を前提 と して 、 改 良 を加 え た 資本 維 持 キ ャ ッシ ュ ・フ ロー 表 を作 成 し て み る。 表

2が そ れ で あ る。

表2の 計 算 構 造 を簡 単 に 説 明 す れ ば 、 次 の よ うに な る。

まず 、 原 価 主 義 会 計上 の 純 利 益4,600に 同 減価 償 却 費2,000が 加 算 され て、 営 業 活 動 か らの 総 キ

ャ ッ シ ュ ・フ ロー が6,600と 計 算 され る(17)。

そ して 、 次 に 、 「イ ン フ レー シ ョ ン に よ り必 要 な 資 本 維 持 」 の 合 計 金 額 す な わ ち イ ン フ レー シ

ョ ン の影 響 に よ り追 加 的 に 必 要 な支 出総 額(資 金 運 用 総 額)が 算 定 され る。 そ の 内 訳 は 、 貨 幣 運

転 資 本 の 増 加 額(数 量 増 に起 因 す る部 分 を 除 く)が1,000、 実 際 取 替 原 価 に よ る売 上 原 価 増 加 額

が2,000、 固 定 資 産 の 取 替 えの た め の 必 要 額 が2,400の 合 計5,400で あ る。 貨 幣 運 転 資 本 の 増 加 額

1,000は 、 期 首 と数 量 的 に 同一 の期 末 の 貨 幣 運 転 資 本 部 分 す な わ ち期 末 売 掛 金(商 品100個 分 の)

18,000と 期 末 買 掛 金(商 品100個 分 の)12,000の 差 額6,000か ら、 期 首 の 貨 幣 運 転 資 本 す な わ ち期

首 売 掛 金(商 品100個 分 の)15,000と 期 末 買 掛 金(商 品100個 分 の)10,000の 差 額5,000を 差 し引

い て計 算 さ れ る(18)。ま た、 実 際 取 替 原 価 に よ る売 上 原 価 増 加 額2,000は 、 実 際 取替 原 価 に よ る売

上 原 価13,200と 取 得 原 価 に よ る売 上 原 価11,200と の 差 額 で あ り、 そ れ は 、 同 時 に 、 商 品100個

(期首 の在 庫 数 量)に 関 す る期 末 評 価 額12,000か ち期 首 評 価 額10,000を 控 除 した 差 額 に一 致 す る。

さ ら に、 固 定 資 産 の 取 替 え の た め の 必 要 額2,400は 、 カ レ ン ト ・コ ス ト減 価 償 却 費2,200(=

6,600÷3)と 初 年 度 の 償 却 不 足 に か か わ る バ ッ ク ・ロ グ額200(=2,200-2,000)と の合 計 額 で

あ る。 と も か く、 こ れ ら の合 計 額 は 、5,400と な り、 こ れ が 営 業 活 動 か ら の総 キ ャ ッ シ ュ ・フ ロ

ー6
,600か ら差 し引 か れ て、 自由 裁 量 的 キ ャ ッ シュ ・フ ロー が1,200と 計 算 さ れ る。

次 は 、 自由 裁 量 支 出 す な わ ち利 益 配 当 や 企 業 成 長 の た め の再 投 資 へ の 支 出総 額 の 算 定 で あ る。

本 設 例 で は 、 自 由裁 量 支 出総 額 は 、 利 益 配 当200、 貨 幣 運 転 資本 の 増 加(数 量 増 加 に起 因 す る)

す な わ ち売 掛 金 の 増 加(商 品10分)1,800、 棚 卸 資 産 の 数 量 増加(商 品10分)1,200、 固定 資 産 の

取 替 必 要 額 を超 え る 資本 的支 出(機 械 へ の 新 規 投 資)1,000の 合 計4,200で あ る。 し たが っ て 、 そ

れ は 自由 裁 量 的 キ ャ ッ シュ ・フn-1,200を3,000超 過 し、 結 果 的 に 資 金 調 達 前正 味 キ ャ ッ シ ュ ・

フ ロー が マ イ ナ ス3,000と 計 算 さ れ る。
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表2資 本維 持 キ ャ ッシ ュ ・フ ロー表

総キャッシュ ・フロー

報告純利益

歴史的原価に基づ く減価償却費

総キャッシュ ・フロー

インフレー ションにより必要な資本維持

貨幣運転資本

実際取替原価 による売上原価増加額

固定資産の取替えのための必要額

カレント・コス ト減価償却費

バ ック ・ログ額

4,600

2,000

2,200

200

6,600

1,000

2,000

2,400

資本維持必要総額

自由裁量的キャッシュ ・フロー

総キャッシュ ・フローに対する割合

自由裁量的支出

配当金

貨幣運転資本の増加額

棚卸資産の数量増加による増加額

固定資産の取替必要額を超える資本的支出

自由裁量的支出総額

資金調達前正味キャッシュ ・フロー

資 金 調 達

固定負債

株 式

資金調達総額

現金の正味変動額

5,400

1,200

18.2%

200

1,800

1,200

1,000

4,200

(3,000)

1,400

1,800

3,200

200

そして、次に資金調達によるキャッシュ ・フローの金額がもとめ られ る。本設例 では、固定負

債すなわち長期借入金によって1,400、 株式の発行によって1,800の 資金がそれぞれ新たに調達 さ

れ、資金調達総額は3,200と なる。その結果、この資金調達総額が上記の資金調達前正味キャッ

シュ ・フローのマイナス3,000を200だ け超過することとなり、最終的に期中の現金の正味変動額
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はプラス200と 計算される。

以上が、改良を加えた資本維持 キャッシュ ・フロー表の具体的作成例(表2)の 計算構造であ

る。最後に、資本維持キャッシュ ・フロー表の末尾に計算 される現金の正味変動額について説明

を補足す る。上述の ように1期 中の現金の正味変動額 はプラス200と 計算 されたが、それは、現

金 という形態 をとる資産が期中に200増 加 したということを単純に意味しているわけではない。

その意味するところは、資本維持のための拘束のない現金が期中に200増 加 したということであ

る。本設例 の場合、現金 という形態をとっている資産は、期首が5,000、 期末が7,600で 、その限

りでは現金 の期 中増加額 は2,600で ある。 しか し、資本維持の観点からすれば、減価償却累計額

に相 当する現金すなわち期首現金の うちの2,000と 期末現金の うちの4,400は 、将来の固定資産

(車両)の 取替えのために留保することが必要 と考 えられ る。それらの金額 を除外すれば、資本

維持のための拘束のない現金は、期首が3,000、 期末が3,200と なるから、その期中増加額は結局

200と なるわけ となる。この事情 を明確にするために、本論文では、賃借対照表(B/S① ・B

/S② ・B/S③)に おいて減価償却累計額に相当する現金 を敢 えて区別 して表示しているので

ある。なお、 ノー ビーが示 しているように 厂インフレーションにより必要な資本維持」の区分に

カレン ト・コス トによる売上原価の増加額 とカレント・コス ト減価償却費を計上する場合には、

最終的に計算される現金の正味変動額 は意味のない金額 となる。 そのために、本論文では以上の

ような改良を加えたのである。

V.結 びに代 えて

以上、本論文では、ノービーのインフレーション会計の構想の一環 として提案 されている資本

維持キャッシュ ・フロー表を取 り上げ検討を加えた。彼の資本維持 キャッシュ ・フロー表の基本

的意図は、既述のように、投資活動に関する支出を実体資本維持のための支出と企業成長のため

の支出とに分類す ることにある。現実の企業では、棚卸資産や固定資産の物量的な維持 ・拡張の

ために投資支出が繰 り返されていることが推測 される。 しか し、 その支出のうちのどれだけが維

持のための支出でどれだけが拡張のための支出かを峻別する情報の呈示は、従来の実体資本維持

会計においては考えられていなかった。ノー ビーは、そのような情報が証券アナ リス トにとって

必要であるとの認識に立ち、資本維持 キャッシュ ・フロー表 を提案 したのである。ただし、彼の ・

資本維持キャッシュ ・フロー表には資本維持必要額すなわち実体資本維持のために必要 とされる

追加的支出額の計算に関して問題があったので、本論文ではその問題 を解決するために彼の資本

維持キャッシュ ・フロー表に若干の改良を加えた次第である。

ノー ビー以前にも、実体資本維持(営 業能力維持)の 観点か らみた価格変動の影響を資金計算

書に反映 させ ようとする試みがなか ったわけではない。その ようなもの としては、例えばラバポ
ー ト(A .Rappaport)に よる分配可能資金計算書(StatementofDistributableFunds)の 提

案(19)を挙げ ることがで きる。 ラバポー トの分配可能資金計算書は、「企業がその営業能力を損な

うことなく一期 間中に株主に分配す ることのできる最高額」 としての分配可能資金の計算を志向

するものであるが、そこでは、最終的にその分配可能資金か ら期中の利益配当額 を差 し引いて拡

張に利用可能な資金の金額が計算されている。 しかし、その拡張に利用可能な資金が実際にどの

ように支出されているかについては明らかにされていない。それに対 して、 ノービーの資本維持

キャッシュ ・フロー表では、資本維持のための支出と企業成長のための支出とが分別表示 される
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ことにより、企業の営業規模の維持に関す る情報のみならずその拡張に関す る情報 も呈示されて

いる。いずれにせよ、 ノービーの資本維持キャッシュ ・フロー表の提案は、従来の実体資本維持

会計では考 えられていなかった情報の呈示 を提唱す るもの として積極的に評価 されてよいであろ

う(2°)。

最後に、ノービーの資本維持キャッシュ ・フロー表に関 して1つ だけ補足 して、本論文の結び

に代えたい。それは、資本維持キャッシュ ・フロー表では営業活動からのキャッシュ ・フローか

ら差 し引 く項目の中に期中に支出を伴わない項 目が含 まれている点に関連 している。すなわち、

本論文の表2で いえば 「資本維持必要額」の区分に計上 されている 「固定資産の取替えのための

必要額」2,400が それに相当す る。資本維持 キャッシュ ・フロー表は、そのような非支出項 目を

計上 している点において、実際の収入 ・支出のみを計上する従来のキャッシュ ・フロー表 とは様

相 を異にしている。資本維持キャッシュ ・フロー表では、資産の消費部分の補槇(取 替え)が 将

来に予定 されている場合には、そのための支出予定額が実際の支出額 と合算 されて営業活動から

のキャッシュ ・フローから差 し引かれるので、結果的に、取替えのための支出予定額に相当する
く

現金(ま たは現金等価物、以下同様)が 、資本維持 キャッシュ ・フロー表の末尾に計算される現

金 とは別に留保されることになる。そこでは、将来の資産の取替えに備えて留保 される現金が、

それ以外の現金 といわば別経理されるのである。 したがって、将来、取替えが行われ実際に支出

がなされた時には、その支出は、別経理 された現金からの支出として処理 され、資本維持キャッ

シュ ・フロー表 とは無関係に取 り扱われねばならない。ただし、その支出額がそれまでに留保 し

た現金の金額 と一致しない場合には、その差額 をその期 の資本維持キャッシュ ・フロー表の 「資

本維持必要額」の区分 においてしかるべ く調整するというやや複雑 な手続が必要 となる。資本維

持キャッシュ ・フロー表を継続的に作成してい く場合には、以上のような点に関して注意が払わ

れねばならない。

(注)

(1)WilliamC.Norby,TheConceptandImpactofInflationAccountingintheUnited

States,TheEuropeanFederationofFiancialAnalysts,BulletinNo.16,1981年1月 号

(森 田 哲 彌 監 訳 ・壹 岐 芳 弘 訳,米 国 に お け る イ ン フ レ ー シ ョ ン 会 計 そ の概 念 と影 響

(そ の1),証 券 ア ナ リス トジャ ー ナ ル,第19巻 第10号,昭 和56年10月 号,お よ び,同,米

国 に お け る イ ン フ レー シ ョ ン会 計 そ の概 念 と影 響(そ の2),証 券 ア ナ リス トジ ャ

ー ナ ル
,第19巻 第11号,昭 和56年11月 号)。

W.C.Norby,AccountingforFinancialAnalysisInflationAccountingRevised

,Financia1AnalystsJournal,第37巻 第6号,1981年11・12月 号(森 田監 訳 ・壹 岐 訳,

財 務 分 析 の た め の会 計 再 び イ ン フ レ ー シ ョ ン会 計 に つ い て,証 券 ア ナ リス トジ ャ

ー ナ ル
,第21・ 巻第9号,昭 和58年9月 号)。

(2)W.C.Norby,TheConceptandImpactofInflationAccountingintheUnitedStates,

69-70頁(森 田 監 訳 ・壹 岐 訳,米 国 に お け る イ ン フ レー シ ョン会 計(そ の1),35-37頁)参

照 。

(3)W.C.Norby,AccountingforFinancialAnalysis,19頁(森 田 監 訳 ・壹 岐 訳,財 務 分 析 の

た め の会 計,30頁)。
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(4)W.C.Norby,TheConceptandImpactoflnflationAccountingintheUnitedStates,

69頁(森 田監 訳 ・壹 岐 訳,米 国 に お け る イ ン フ レー シ ョ ン会 計(そ の1),35頁)。

(5)W.C.Norby,前 掲 論 文,70-72頁,お よ び,82-84頁(森 田 監 訳 ・壹 岐 訳,前 掲 論 文(そ の

2),12-15頁,お よび,24-26頁)参 照 。

(6)W.C.Norby,前 掲 論 文,80頁(森 田 監 訳 ・壹 岐 訳,前 掲 論 文(そ の2),23頁)参 照 。

⑦ こ の点 に 関 して は、 次 の 文 献 を参 照 され た い。 森 田 哲 彌,価 格 変 動 会 計 論,国 元 書 房,昭 和

54年,80頁 。

(8)W.C.Norby,AccountingforFinancialAnalysis,25頁(森 田 監 訳 ・壹 岐 訳,財 務 分 析 の

た め の会 計,36頁)。 な お、 この 資本 維 持 キ ャ ッ シ ュ ・フ ロー 表 とほ ぼ 同 じ もの(た だ し名 称

は 特 に 付 け ら れ て い な い)が 、1981年 の 論 文 の 中 で も示 さ れ て い る。W.C.Norby,The

ConceptandImpactofInflationAccountingintheUnitedStates,73頁(森 田監 訳 ・壹 岐

訳,米 国 に お け るイ ン フ レー シ ョン会 計(そ の2),28頁)参 照 。

(9)W.C.Norby,AccountingforFinancialAnalysis,20頁(森 田 監 訳 ・壹 岐 訳,財 務 分 析 の

た め の 会 計,32頁)参 照 。

⑩ この 自由 裁 量 的 キ ャ ッ シュ ・フ ロー は 、1981年 の論 文 で は 、 資本 維 持 後 営 業 キ ャ ッ シ ュ ・フ

ロ ー(SustainableOperatingCashFlow)と 称 さ れ て い る。W .C.Norby,TheConcept

andImpactofInflationAccountingintheUnitedStates,73頁(森 田 監 訳 ・壹 岐 訳,米 国

に お け る イ ン フ レー シ ョ ン会 計(そ の2),28頁)参 照 。

(11)こ の 自 由 裁 量 支 出 は、1981年 の 論 文 で は 、 配 当 お よ び 成 長 の た め の 投 資(Dividendsand

InvestmentforGrowth)と 称 さ れ て い る。W.C.Norby,前 掲 論 文,73頁(森 田 監 訳 ・壹 岐

訳,前 掲 論 文(そ の2),28頁)参 照 。

⑫W.C.Norby,前 掲 論 文,73頁(森 田監 訳 ・壹 岐 訳,前 掲 論 文(そ の2),17頁)。

⑬W.C.Norby,前 掲 論 文,70頁(森 田監 訳 ・壹 岐 訳,前 掲 論 文(そ の1),36頁)。

(14)W.C.Norby,前 掲 論 文,72頁(森 田監 訳 ・壹 岐 訳,前 掲 論 文(そ の2),16頁)。

㈲W.C。Norby,AccountingforFinancialAnalysis,24頁(森 田 監 訳 ・壹 岐 訳,財 務 分 析 の

た め の 会 計,35頁)。

(16)売 上 原 価 は 、 先 入 先 出法 を適 用 して 計 算 して い る。

⑰ この 設 例 で は 、計 算 の 単 純 化 の た め に、税 金(表1に お け る繰 延 税 金)は 無 視 して考 えて い る。

(18)棚 卸 資 産 の 価 格 変 動 の み に起 因す る貨 幣 運 転 資 本 の 増減 額 の 算 定 は 、 実 際 に は こ の 設 例 の場

合 の よ うに 単 純 で は なか ろ う。 ノー ビー は 、 貨 幣 運 転 資本 の 年 平 均 額 に 生 産 者 物 価 指 数 の 上 昇

率 を 乗 じ て そ れ を 計 算 す る 一 種 の 簡 便 法 を示 し て い る(W.C.Norby,TheConceptand

ImpactofInflationAccountingintheUnitedStates,73頁;森 田 監 訳 ・壹 岐 訳,米 国 に お

け る イ ン フ レー シ ョン会 計(そ の2),28頁,参 照)。

な お 、 近 年 の 実 体 資本 維 持 論(営 業 能 力 維 持 論)で は棚 卸 資 産 の価 格 変 動 に基 づ く貨 幣 運 転

資本 の 増 加 額(減 少 額)を 期 間 利 益 計 算 に お いて マ イ ナ ス 要 素(プ ラス 要 素)と す る い わ ゆ る

貨 幣 運 転 資 本 修 正(monetaryworkingcapitaladjustment)を 要 求 す る場 合 が 多 い 。 しか し、

そ の 場 合 の 貨 幣 運 転 資 本 修 正 は 、 売 上 債 権(主 に売 掛 金)に 関 して い えば 、 本 来 は 売 上 債 権 の

全 額 で は な くそ の 内 の利 益 相 当 部 分 を除 い た 原 価 相 当部 分 に対 象 を限 定 して 適 用 すべ きだ と考

え る の が 一 般 的 で あ る。 例 え ば 、 次 を参 照 され た い。InstituteofCharteredAccountantsin

EnglandandWales,CurrentCostAccounting,StatementofStandardAccounting
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PracticeNo.16(SSAP16),1980年,パ ラグラフ11お よび12。

(19)AlfredRappaport,Measuringcampanygrowthcapacityduringinflation,Harvard

BusinessReview,1979年,1・2月 号参照。 また、この論文 を紹介 ・検討 した もの としては、

佐藤教授の次の2つ の論文があるので、併せて参照 されたい。佐藤倫正,分 配可能資金計算書

の構造A.Rappaport説 の検討,岡 山大学経済学会雑誌,第19巻 第2号,1987年9

月。佐藤,資 金法の損益計算方式 時価主義会計への拡張可能性,企 業会計,第39巻 第3

号,1987年3月 号。

なお、ラバポー トの論文では、固定資産 の更新が予定されていない場合のことが考慮 されて

いて、その場合には、その業界に固有の価格指数(別 の事業に転換 しようとしている場合には

その業界に固有の価格指数、投資先が不確定の場合 は一般物価指数)を 用いて追加減価償却費

を計算し、分配可能資金の算定過程においてその金額を当期純利益(原 価主義会計上の)か ち

差 し引 くべ きとする説明がなされている(A.Rappaport,前 掲論文,95頁 参照)。 ノー ビーの

場合には、同種の資産が繰 り返 し更新 されることが前提 となってお り、そのような更新が予定

されない場合の問題は扱われていない。その点、このラバポー トの見解は参考になる。ただし、

その場合には、 もはや実体資本維持ないし営業能力維持(物 的な意味での)と いう立場からは

離れざるを得ない と解釈され る。 この点に関しての検討は、他 日に譲 りたい。

⑳ 本論文の内容 とは直接関係ないが、私は、以前に期間給付能力維持に関する会計情報 を資金

計算書において呈示する可能性について論 じたことがある(壹 岐,期 間給付能力維持に関する

会計情報の可能 性,会 計,第135巻 第5号,1989年5月 号。)そ こでは、一定の期間給付能力維

持(会 計期間における製品の生産数量 ・販売数量などの物的数量的フR一 の維持)の ために必

要 とされる資金額には、価格変動だけでな く生産性の変動や回転期間の変動 も影響す ることを

指摘し、それらが及ぼす影響 を資金計算書に反映させ るとすれば、いかなる資金計算書が考え

られるかを論 じた。それは、エン ドレス(W.Endres)の 給付能力維持論にヒン トを得ての発

想であったが、そこでの立場は上述の期間給付能力維持 であり、それは、ノー ビーが考 える営

業能力維持(実 体資本維持論すなわち利益計算論 としての営業能力維持論において考 えられて

きたものと同じ)と は概念が異なっている。 したが って、本論文では、その以前の私の考 え方

とノービーの資本維持キャッシュ ・フロー表の考え方 とを比較することを敢えて控 えている。
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